
伊勢原市機構集積協力金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱（平成２６年２月６日付け２５

経営第３１３９号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という ）及び神奈川。

（ 。 「 」県農地中間管理事業関係補助金交付要綱 平成２９年４月１日施行 以下 県交付要綱

。） （ 「 」 。） 、という に基づく機構集積協力金 以下 協力金 という を交付することについて

伊勢原市補助金等の交付規則（昭和５５年伊勢原市規則第１９号）に規定するもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。

（協力金の種類）

第２条 協力金の種類は、次のとおりとする。

(1) 実施要綱別記２－１第３の１に掲げる地域集積協力金

(2) 実施要綱別記２－１第３の２に掲げる経営転換協力金

（協力金の交付対象要件及び交付額）

第３条 協力金の交付対象要件及び交付額は、次のとおりとする。

(1) 地域集積協力金は、実施要綱別記２－１第５に掲げる要件を満たす地域及び交付額

とする。

(2) 経営転換協力金は、実施要綱別記２－１第６に掲げる要件を満たす者及び交付額と

する。

（協力金の交付申請）

第４条 協力金の交付を受ける場合は、次の各号に掲げるいずれかの申請書により申請し

なければならない。

(1) 地域集積協力金の申請書は、伊勢原市機構集積協力金交付申請書（第１号様式）と

する。

(2) 経営転換協力金の申請書は、実施要綱別記２－１様式第１号又は第２号のいずれか

とする。

（協力金の交付決定）

第５条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容について速やかに審査を行い、適

当と認めた場合は、伊勢原市機構集積協力金交付決定通知書（第２号様式）により通知

するものとする。

(協力金の交付請求）

第６条 協力金の交付決定の通知を受けた者が、協力金の交付を受けようとするときは、

伊勢原市機構集積協力金交付請求書（第３号様式）に伊勢原市機構集積協力金交付決定

通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

（協力金の返還）

第７条 協力金の交付を受けた者は、実施要綱別記２－１第６の５に該当する場合は、既

に交付した協力金を返還しなければならない。

２ 実施要綱別記２－１第６の５ただし書に該当する場合は、返還する必要はないものと

する。

（協力金の返還手続）

第８条 市長は、協力金の交付を受けた者が前条第１項に該当するときは、協力金の交付



取消決定を行い 伊勢原市機構集積協力金交付取消決定通知書及び協力金返還請求書 第、 （

４号様式）により協力金の交付を受けた者に協力金の返還を命ずるものとする。

２ 前項に規定する通知を受けた者は、速やかに返還すべき協力金を市長が別に定める期

日までに返還するものとする。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に

定める。

附 則（平成２７年４月１４日告示第６６号）

この告示は、公表の日から施行する。

附 則（平成３０年３月３０日告示第７１号）

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則（令和元年７月８日告示第１９号）

この告示は、公表の日から施行する。

附 則（令和３年６月３日告示第１４７号）

この告示は、公表の日から施行する。



第１号様式（第４条関係）

伊勢原市機構集積協力金交付申請書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所

氏名又は名称

代表者名

年度伊勢原市機構集積協力金の交付を受けたいので、伊勢原市機構集積協力金

交付要綱第４条の規定により申請します。

１ 協力金名 地域集積協力金

２ 交付申請額(Ｈ)×(Ｉ) 円

３ 事業内容

ア 地域名

イ 機構の活用率(Ｇ)÷(Ｆ) ％

（単位：㎡）

地域の農地面積 対象期間前の 対象期間内の 再貸付面積 貸付期間６年未満の

（Ａ） 貸付面積 Ｂ 貸付面積 Ｃ （Ｄ） 農地面積（Ｅ）（ ） （ ）

（Ｆ） （Ｇ） 交付対象面積（Ｈ （a単位））

［ Ａ）－（Ｂ ］ ［ Ｃ）－（Ｄ ］ ［ Ｃ）－（Ｄ）－（Ｅ ］（ ） （ ） （ ）

※ 各面積、１㎡未満は切り捨てて記入してください。

※ 交付対象面積は、a単位とし、１a未満は切り捨てて記入してください。

ウ 交付単価(Ｉ) 万円/10a

エ 協力金の使途



第２号様式（第５条関係）

伊勢原市指令（ ）第 号

伊勢原市機構集積協力金交付決定通知書

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

年 月 日付けで申請のありました伊勢原市機構集積協力金の交付につい

ては、次のとおり決定したので通知します。

年 月 日

伊勢原市長 印

１ 協力金名 協力金

２ 交付決定額 円

３ 協力金の交付対象となる事業内容については、交付申請書記載のとおりとする。

（事務担当は、 ）



第３号様式(第６条関係)

伊勢原市機構集積協力金交付請求書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所

氏名又は名称

代表者名 ㊞

年度伊勢原市機構集積協力金について、伊勢原市機構集積協力金交付要綱第６

条の規定により、次のとおり請求します。

請求額 円

振込先 金融機関名

支 店 名

口 座 種 別 普通・当座 口座番号

フ リ ガ ナ

口座名義人

※添付書類 伊勢原市機構集積協力金交付決定通知書の写し



第４号様式(第８条関係)

伊勢原市指令（ ）第 号

伊勢原市機構集積協力金交付取消決定通知書及び協力金返還請求書

住所又は

所在地

申請者名称及び

代表者氏名

年 月 日付で交付の決定をした伊勢原市機構集積協力金については、次

の理由により交付の決定を取り消すことに決定し、次の額について返還請求します。

年 月 日

伊勢原市長 印

１ 取消理由 伊勢原市機構集積協力金交付要綱第７条第１項に該当しているため

２ 交付決定額 円

３ 返還請求額 円

４ 対象地及び面積

大 字 地 番 面 積 備 考

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

に、伊勢原市長に対して異議申立てをすることができます。またこの処分に不服があるときは、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に市を被告として（訴訟において市を

代表する者は、市長となります ）提起することができます。ただし、異議申立てをした場合には、。

この処分の取消しを求める訴えはその異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算し

て６月以内に提起しなければなりません。

（事務担当は、 ）


